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税制協議  

政省令手続  

（平成19年10月現在）  



ドクターヘリ導入促進事業について  

二≡＿‾三二  

○ 厚生労働省において平成11年度及び平成12年度に川崎医科大学付属病院高度   

救命救急センター（岡山県）、東海大学医学部付属病院救命救急センター（神奈川   

県）の全国2ケ所で「ドクターヘリ試行的事業」を実施し、これまでの実績におい   

ても救命救急医療上、顕著な成果をあげている。   

○ 内閣（内政審議室）に設けられた「ドクターヘリ調査検討委員会」において、 ド   

クターヘリ事業の実施を強く期待する報告書（平成12年6月）がとりまとめられ、   

平成13年度から、救急医療体制のさらなる充実を図るため、ドクターヘリ事業を   

全国展開している。  

○ 平成13年度は、岡山県（川崎医科大学附属病院）、静岡県（聖隷三相病院）（平成18年度より県単独事   

業として実施）、千葉県（日本医大千葉北総病院）、愛知県（愛知医科大字附属病院）、福岡県（久留米大字病院）の5県   

で導入。  

平成14年度は、神奈川県（東海大学病院）、和歌山県（和歌山県立医大附属病院）の2県で導入。  

平成15年度は、静岡県にて2機目（順天堂大草医宇部附属静岡病院）を導入。  

平成17年度は、北海道（手稲渓仁全病院）、長野県他久総合病院）の2道県で導入。  

平成18年度は、長崎県帳崎医療センター）で導入。  

平成19年度は、埼玉県（埼玉医科大学総合医療センター）、大阪府（畑大学医学部附属病院）福島県梅島県立医  

科大学附属病院）の3府県で導入。  

※ 平成20年1月末現在、13県・13機にて事業を実施。  

平成20年度予定額  

事業名  

予算額  

箇所数  

補助率  

基準額  

実施主体  

ドクターヘリ導入促進事業  

1，359百万円（前年度1，103百万円）  

16ケ所（前年度13ケ所）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

1ケ所当たり年間約170百万円  

救命救急センター等  

※ 医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金）（17，159百万円）の内数   

※ 「ドクターヘリ」とは、救急専用の医療機器を装備したヘリコプターを救命救急センターに常   

駐させ、消防機関・医療機関等からの出動要請に基づき救急医療の専門医・看護師が同乗し、救   

急現場等に向かい、現場から救命救急センターに搬送するまでの間、患者に救命医療を行うこと   

のできる専用ヘリコプター。  

ドクターヘリ導入促進事業では、民間ヘリコプター会社を活用し、委託により専用ヘリコプタ   

ーを救命救急センターに常駐させる。  
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MD902の医療機器横内配置状況  

楼内前部を練体左側から賑影   馳内陸加を農体左側かち裾眉  
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．山盛 済ターヘリ書済済適‾  

救急患者の救命率等の向上  

広域救急患者搬送体制の向上   



救急医療対策事業実施要綱  

（ドクターヘリ導入促進事業抜粋）  

第9 ドクターヘリ導入促進事業  

1．目  的  

この事業は、救急医療用ヘリ コプターを用いた救急医療の確保に関する特   

別措置法（平成19年法律第10 3号）の趣旨に基づき、救命救急センター   

にドクターヘリを委託により配備し、救急患者の救命率等の向上、広域救急   

患者搬送体制の向上及びドクターヘリの全国的導入の促進を図ることを目的   

とする。  

2．補助対象  

（1）都道府県又は都道府県知事の要請を受けた救命救急センターが実施する  

事業で厚生労働大臣が適当と認めるもの。  

（2）都道府県が、救命救急センターに配備し、当該センターにおいて実施す  

る事業で厚生労働大臣が適当と認めるもの。  

3．運営方針  

（1）ドクターヘリの運航に係る関係機関等との調整、地域住民への普及啓発  

等を行う運航調整委員会を設置し、本事業の実施、運営に関する必要事項  

に係る諸調整等を行い、ドクターヘリの運行に万全を期すとともに地域住  

民の理解と協力が得られるよう努めなければならない。  
（2）運航調整委員会の委員は、都道府県、市町村、地域医師会、消防、警察   

、国土交通、教育委員会等関係官署に所属する者、ドクターヘリ運航会社  

及び有識者により構成するものと し、これら関係機関と密接な連携をとっ  

て当該事業を実施するものとする。  

（3）事業の実施に当たっては、救急医療専用ヘリコプター、換縦士、整備士  

及び運航管理者等を運航会社との委託契約により配備するものとする。  

（4）事業の実施に当たっては、ドクターヘリに同乗する医師、看護師等を確  

保（都道府県の委託により事業を実施する場合は配備先の救命救急センタ  

ーにおいて確保）するとともに、出動及び搬送においては、必ず医師を、  

必要に応じて看護師を同乗させるものとする。  

（5）出動及び搬送については、原則として消防官署又は医療機関からの要請  

に対して医師、操縦士等の判断のもと行うものとする。  

（6）出動範囲は、原則として県内全域を対象とするものとし、必要に応じて、  

隣県に及ぶ広域についても対象とするものとする。  

（7）飛行中のドクターヘリ と救命救急センター又は救急隊等との通信手段の  

確保に努めなければならないものとする。  

（8）ドクターヘリの運航を委託する運航会社の選定指針及び無線による通信  

手段を確保する場合の無線の運用指針については、別に定める。  
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4．整備基準（都道府県の委託により事業を実施する場合は配備先の救命救急  

センタ」についても同様の基準とするt－）  

（1）救命救急センターの医師が直ちに搭乗することができる場所にヘリポー   

トを有し、救命救急センター内までの導線及び患者移送の方法が確保され  

ている こ と。  

（2）救急医療用ヘリコプターについて十分な見識を有すること。  

（3）救命救急センターを設置する地域が、当該事業目的に従い十分に効果を  

発拝する地域であること。  

（4）救命救急センターを運営する病院が、当該事業に対して総力を挙げて協  

力する体制を有すること。  

（5）救命救急センターと消防機関等との連携が従前より緊密であること。  

（6）救命救急センターの運営に支障を来たさないこと。  

（注）「ドクターヘリ」とは、救急医療に必要な機器及び医薬品を装備した   

ヘリコプターであって、 救急医療の専門医及び看護師等が同乗し救急現   

場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医   

療を行うことのできる専用のヘリコプターのことをいう。  
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財源別ドクターヘリ貴用内訳  

（年間1機あたり）  

燃料費  

飛行手当  

整備費  

※年240回の飛行で積算  

仮に年400回とすると   

2627万円（＋1051万円）  

現行積算  

＿＿＿＿＿＿ ＿〆一〆一一 厘  ー▲1  

運行調整委員会経費  

住民普及啓発費 

人件費  
（操縦士等）  

減価償却  

（機体）  

航空保険  

他（税等）  

－■－－－－ －－－－－－－－■■＋・■■●   

合計：1億6970万円  救急搬送  
診察料  

650点  
往診料  

650点   
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救命救急センター  

アクセス時間  

圏15分以内  

［二］16分以上30分以内  

［コ 31分以上60分以内  

［コ 61分以上90分以内  

圏 91分以上120分以内  

圏120分以上  

⊂コ 分析対象外   
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救命救急センター  

アクセス時間  

圏15分以内  

［≡］16分以上30分以内  

［ニコ 31分以上60分以内  

［コ 61分以上90分以内  

圏 91分以上120分以内  

圏120分以上  

［コ 分析対象外  
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救命救急センター  

アクセス時間  

圏15分以内  

［ニコ16分以上30分以内  

［ニコ 31分以上60分以内  

［二］61分以上90分以内  

圏 91分以上120分以内  

鞠120分以上  

［コ 分析対象外  



ドクターヘリの県別t年度別搬送件数  

（平成13年4月～平成14年3月） （平成14年4月～平成15年3月） （平成15年4月～平成16年3月）（平成16年4月～平成17年3月） （平成17年4月～平成丁8年3月） （平成18年4月～平成†9年3月）  

県名   搬送件数（件）   搬送件数（件）   搬送件数（件）   搬送件数（件）   搬送件数（件）   搬送件数（件）   

北海道  215   333   

千葉県   121   444   669   668   604   

神奈川県  264   389   398   396   329   

長野県  190   313   

静岡県   513   424   843   915   

愛知県   32   325   378   319   389   

和歌山  35   265   338   341   347   

岡山県   204   429   439   437   437   443   

福岡県   129   270   299   306   

長崎県  102   

計   2．139   2，716   3，365   3．842   3，903   

1県当たりの平均   125．8   305．6   388．0   480．7   426．9   390．3   

1機当たりの平均   125．8   305．6   339．5   420．6   384．2   354．8   

※各県ドクターヘリ導入初年度においては、年度当初からの運航とは限らない（長崎県はH18．12．1より運行開始）。  
※静岡県については、平成15年度より2織目を導入。  
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